
議
員
改
選
年

議
員
改
選
年　会

員
で
な
い
方
も
、
特
定
商
工
業
者
に
該
当
す
る
方
で
あ
れ
ば

選
挙
権
は
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
商
工
会
議
所
が
会
員
組
織
の
団
体

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
総
合
経
済
団
体
と
し
て
の
性
格
が
あ

る
か
ら
で
す
。

　特
定
商
工
業
者
の
方
に
は
、
法
定
台
帳
作
成
の
経
費
の
一
部
と

し
て
年
間
4
0
0
0
円
の
負
担
金
を
ご
協
力
い
た
だ
い
て
お
り
、

こ
の
負
担
金
を
期
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
方
に
、
選
挙
権
1
個
が

与
え
ら
れ
ま
す
。

　も
ち
ろ
ん
、
会
員
で
あ
っ
て
特
定
商
工
業
者
に
該
当
さ
れ
る
方

に
も
、
会
費
に
対
す
る
選
挙
権
以
外
に
こ
の
1
個
が
追
加
さ
れ
ま

す
。　会

員
で
な
い
方
は
、
会
員
に
な
る
こ
と
で
選
挙
権
個
数
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
複
数
の
企
業
か
ら
選
挙
権
の
依
頼
が
あ
る

場
合
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
入
会
く

だ
さ
い
。

　な
お
、
会
員
と
な
っ
て
選
挙
権
個
数
を
増
や
し
て
い
た
だ
く
場

合
は
、
平
成
28
年
6
月
30
日
ま
で
に
入
会
の
手
続
き
を
完
了
し
、

加
入
金
・
会
費
を
納
入
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
商
工
会
議
所
で
は
、
会
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
議
員
を
中
心
と
し
て
、
会
員
や
地
域
経
済
振
興
の
た
め
の

事
業
が
企
画
・
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
所
で
は
、
平
成
28
年
度
に
議
員
改
選
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
各
号
議
員
の
選
挙
・
選
任
に
向
け
た
活
動
が
本
格
化
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
平
成
28
年
度
の
議
員
選
挙
・
選
任

要
項
を
も
と
に
、
本
所
の
議
員
制
度
や
選
挙
選
任
方
法
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
の
議
員
の
任
期
は
、
平
成
28
年
10
月
末
日
を
も
っ
て
満
了
と
な
り
、
今
回
の
選
挙
・
選
任
に
よ
っ
て

選
ば
れ
る
議
員
の
任
期
は
平
成
28
年
11
月
１
日
か
ら
３
年
間
と
な
り
ま
す
。

　本
所
の
約
1
万
2
0
0
0
を
数
え
る
会
員
の
中
か

ら
、
そ
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
、
本
所
の
最
高
意
思
決

定
機
関
で
あ
る
議
員
総
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
事
業

運
営
全
般
に
参
画
し
ま
す
。

　地
域
総
合
経
済
団
体
で
あ
る
商
工
会
議
所
の
議
員
は
、
地
域
経
済
界
の
代
表

的
存
在
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
業
種
・
規
模
な
ど
を
網
羅
で
き
る

よ
う
に
と
の
趣
旨
か
ら
、
議
員
を
選
ぶ
方
法
が
3
通
り
あ
り
、
そ
の
選
挙
選
任

方
法
に
よ
っ
て
1
号
議
員
、
2
号
議
員
、
3
号
議
員
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　国の法律である「商工会議所法」によって定められた事業所の基準のひとつで、
つぎの基準に該当する商工業者（法人・個人）を特定商工業者と称します。個々の
ご希望やご登録意志の有無にかかわらず、事業所の外形規模が基準に該当するか
否かによって、登録を義務付ける法律の制度です。
　商工会議所の地区内（京都市内）で、毎年4月1日現在、引き続き6カ月以
上、営業所・事務所・工場または事業場を有する商工業者のうち、つぎの①・②の
何れか一つに該当するものをいいます（「商工会議所法第7条第2項」）。
　① 4月1日現在における資本金額または払込済出資総額が300万円以上であるもの。 
　② 4月1日現在における商工会議所の地区内（京都市）の営業所等で常時使用する

従業員数が20人以上（商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として
営むものについては、5人以上）であるもの。

を
迎
え
ま
す

特別会員は、本制度にかかる選挙・被選挙権、および選任・被選任資格を有しません。

会　員 特定商工業者会員の方の大部分は
ここに該当します。
したがって、商工会
議所を退会しても、該
当条件を満たしている
限り、特定商工業者の
登録は残ります。

毎年4月1日現在で
京都市内に6カ月以
上事業所を有し、
営業している資本
金300万円以上の
商工業者など

任意加入制で、
業種・規模を問
わず事業形態に
あわせて入会で
きる資格

特定商工業者とは会員と特定商工業者

議
員
構
成
が
業
種・業
態
な
ど
を
網
羅
す
る
と
と
も
に
、商
工

会
議
所
が
事
業
を
推
進
す
る
う
え
で
必
要
な
商
工
業
者
が
選

ば
れ
ま
す
。定
員
は
22
人
で
、会
頭
が
常
議
員
会
の
意
見
を
徴

し
て
、選
考
委
員
会
の
意
見
に
基
づ
き
選
任
し
ま
す
。

3
号
議
員

1
号
議
員

2
号
議
員

3
号
議
員

会
員
お
よ
び
特
定
商
工
業
者
の
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る

会
員
全
体
の
代
表
と
い
う
性
格
の
強
い
議
員
で
定
員
は

76
人
で
す
。

1
号
議
員

会
員
が
業
種
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
さ
れ
て
い
る
「
部

会
」
に
お
い
て
選
任
さ
れ
る
も
の
で
す
。
定
員
は
52
人

で
、
業
種
別
代
表
と
い
う
性
格
が
強
い
議
員
で
す
。

2
号
議
員

議
員

と
は
？

特
定
商
工
業
者
と
1
号
議
員
選
挙

京
都
商
工
会
議
所
議
員
選
挙
選
任
制
度
に
つ
い
て

平
成
28
年
度
、

本
所
は
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ジェトロ京都（2階）

ジェトロ京都だより

専門家と二人三脚で海外展開！
世界遺産の仁和寺の門前で約60年続く京都花室おむろ（有限会社フラワーハウス おむろ）。
一般生花店では取り扱っていないお祝い花や、
桜や紅葉などのミニ盆栽の京都小鉢シリーズなどのオリジナル商品を販売しています。
今回は、シンガポールへの盆栽輸出成功に至った道のりを
同社の島本壮樹社長にインタビューしました。

京都・おむろ盆桜

島本壮樹社長

　ジェトロでは、機械・部品、デザイン・生活関連、
サービス産業各分野の海外ビジネスに精通した専門家
を派遣するサービスや、専門家派遣にかかる費用を
ジェトロが負担する助成事業を実施しています。
　海外展開に向けてお困りごとがあれば、まずはジェトロ
京都にご相談ください。

ジェトロの専門家活用サービス 日本貿易振興機構（JETRO）
京都貿易情報センター

所在地／〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
　　　　京都リサーチパーク2号館2階
TEL／075-325-5703　FAX／075-325-5706
E-mail／KYO@jetro.go.jp
URL／http://www.jetro.go.jp/indexj.html

【問合せ先】

海外展開への想い
　先代から会社を引き継ぐため、外資系メーカーを辞めて戻ってきたとき、改めて「京都の
四季」の素晴らしさに気付き、これを世界中に広めたいと思ったのが海外展開のきっかけで
した。外国人観光客から“商品を持って帰りたい”というお声をいただくのですが、ご要望
に対応することができず、“どうすれば海外で気軽に盆栽を楽しんでいただけるのか”という
盆栽の輸出への想いは日に日に強まっていきました。

貿易専門家との二人三脚
　海外輸出に向けて、開花時期をコントロールする技術を向上させ
る一方で、貿易実務、特に植物検疫についての理解が不十分で、植
物防疫所に直接相談してもまともに取り合ってもらえない状況でし
た。困り果てている中、ジェトロの専門家活用助成事業を知り、申
請したところ採択されました。
　弊社担当のジェトロの専門家は、一緒に植物検疫について調べた
り、神戸植物防疫所まで同行してもらったりと、親身な対応をして
いただきました。シンガポールでの営業の際も、契約交渉の場でア
ドバイスしていただきました。おかげで、懸念事項であった植物検
疫についてのノウハウが身につき、少しずつながらも商談が進み、
盆栽の輸出契約が初めて成立しました。
　今後は、シンガポールを中心に経済発展著しいASEAN諸国への
展開を検討しています。将来的には欧米なども含め世界中で盆栽を
通じた「京都の四季」を楽しんでいただきたいですね。

～シンガポールで咲く京都の桜～

住　所／京都市右京区御室芝橋町 6-16　
TEL／ 075-465-5005　
URL ／ http://kyoto-omuro.jp

有限会社フラワーハウス おむろ
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